
２ 建設工事に県外業者が申請する場合 

 

【建設工事（県外業者）の書類提出一覧】 

№ 様 式 書   類  名 
提 出 

部 数 

１ 第１号 建設工事等入札参加資格審査申請書（申請書裏面様式含む） １ 

２  
経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の写し 

※通知書を申請中の場合については、総合評定値請求書類の写し 
１ 

３ 
第１号 

の２ 

社会保険加入状況申告書《該当者のみ》 

※経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書により、社会保険に加 

入していることが確認できない場合に提出（加入義務がない場合を含 

む。） 

１ 

４ 別紙 

建設業許可通知書等の写し 

 委任先を設ける場合は、委任先の営業所の建設業許可状況が分かる

書類の写し 

１ 

５ 
第２号 

その２ 
工事経歴書 １ 

６ 別紙 完成工事高集計表 １ 

７ 別紙 
対応表 №１【平均完成工事高】 

対応表 №２【平均元請完成工事高】 
１ 

８ 
第３号 

その１ 
技術者経歴書 １ 

９ 
第４号 

その１ 
営業所及び委任関係一覧表《該当者のみ》 １ 

１０ 別紙 委任状兼使用印鑑届《該当者のみ》 １ 

１１  
法人（個人）県民税、事業税及び自動車税の納税証明書（写し可） 

《該当者のみ》 
１ 

１２  消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可） １ 

１３ 別紙 

建設工事データ入力票 №１ ※鉛筆書き 

建設工事データ入力票 №２ ※鉛筆書き 

建設工事データ入力票 受任者《該当者のみ》 ※鉛筆書き 

１ 

 

 



 

提出にあたっての注意事項  

 

◯１～１２までを、番号順にＡ４判ファイル（紙製に限る。色の指定なし。）に綴り、背表紙に

は申請者名を記入すること。ただし、３及び９～１１については、該当がある場合のみ提出す

ること。 

 

◯１３データ入力票は鉛筆書きとし、綴じずにクリップでまとめて別に提出すること。 

 

◯書面審査の指定を受けた者は、上記によりまとめた書類一式を封筒に入れ、封筒に「工事等入

札参加資格審査申請書」と朱書きの上、一般書留、簡易書留又はレターパックにより指定期日

必着で郵送すること。 

 

 

 

○ 各様式の記載例及び記入上の注意を、十分に確認してください。 

○ 受付した申請書の控え等を御希望の場合は、受付印を押印する書類等を、申請者において

御用意願います。（書面審査の場合は返信用封筒も御用意願います。） 



 

 

 
 

 

 

（１）工事入札参加資格審査申請書（第１号様式） 



記入上の注意 

 

１．申請年月日を記入すること。 

 

２．建設業の許可番号及び年月日は、審査基準日現在に有効な許可番号及び年月日を記入するこ

と。 

 

３．希望する工事種別の欄は、希望する工事種別の番号を○で囲むこと。 

 

４．作成担当者は、会社内部で申請書記載内容を熟知している者の氏名を記載すること。なお、

行政書士が作成した場合は、その旨を記載し、申請者の委任状を添付すること。 

 

５．商号又は名称及び代表者氏名には必ずふりがなをふること。 

 

６．裏面に申請書裏面様式を添付し、必要事項を記載すること。 

① 全項目について「該当あり」「該当なし」の欄のいずれかに○を付けること。 

② 裏面様式の一箇所でも「該当あり」の欄に○が付いた方は、事実の発生日や事実の詳し

い内容が分かる書類を提出すること。 

 （任意の様式で可。なお監督官庁等から処分等を受けている場合は、その通知等の写しを

添付してください。） 

③ 事実の内容に応じて入札参加資格制限を行うことがあります。 

※基本受付の際は、全員添付すること。 

※追加受付の際は、新規に県の入札参加資格を申請する者のみ添付すること。 

（既に県の資格を有しており、希望工種の追加申請を行う場合は、添付不要。） 

 
 

 



 

 

 

（２）社会保険加入状況報告書（第１号様式の２） 



記載要領 

 

１．本様式は、経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書により、健康保険、厚生年金保険及

び雇用保険に加入していることが確認できない場合に提出する。（加入義務がない場合も含む。） 

 

２．「従業員数」の欄は、法人にあってはその役員、個人にあってはその事業主を含め全ての従業

員数（建設業以外に従事する者を含む。）を記載すること。 

（ ）内には、役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む。）の人数を内数として

記載すること。 

 

３．「保険加入の有無」の「健康保険」の欄については、従業員が健康保険の被保険者の資格を取

得したことについての日本年金機構又は健康保険組合に対する届出を行っている場合は「○」

を、行っていない場合は「×」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の健康保

険の適用が除外される場合は「適用除外」を記入すること。 

ただし、健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 34条第１項の規定による一括適用の承認に

係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなったものとみなされるものに限る。

以下同じ。）については、記入を要しない。 

 

４．「保険加入の有無」の「厚生年金保険」の欄については、従業員が厚生年金保険の被保険者の

資格を取得したことについての日本年金機構に対する届出を行っている場合は「○」を、行っ

ていない場合は「×」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の厚生年金保険の

適用が除外される場合は「適用除外」を記入すること。 

ただし、厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第８条の２第１項の規定による一括適用

の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなったものとみなされるもの

に限る。以下同じ。）については、記入を要しない。 

 

５．「保険加入の有無」の「雇用保険」の欄については、その雇用する労働者が雇用保険の被保険

者となったことについての公共職業安定所の長に対する届出を行っている場合は「○」を、行

っていない場合は「×」を、従業員が１人も雇用されていない場合等の雇用保険の適用が除外

される場合は「適用除外」を記入すること。 

 

６．「事業所整理記号等」の「健康保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号（健康

保険組合にあっては健康保険組合名）を記載すること。 

ただし、健康保険法第 34 条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、

「本店（○○支店等）一括」と記載すること。 

 

７．「事業所整理記号等」の「厚生年金保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号を

記載すること。 



ただし、厚生年金保険法第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所につい

ては、「本店（○○支店等）一括」と記載すること。 

 

８．「事業所整理記号等」の「雇用保険」の欄については、労働保険番号を記載すること。 

ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号）第９条の規定に

よる継続事業の一括の認可に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載するこ

と。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）工事経歴書（第２号様式その２（県外業者用）） 



記入上の注意 

 

１．希望する福島県の工事種別ごと（１８種別）に区分し、別葉に作成すること。 

 

２．下請工事については、発注者名の欄に元請業者名、工事名の欄に下請工事名を記載すること。 

 

３．経営事項審査の完成工事高の選択（２年平均又は３年平均）に合わせ、審査基準日の直前２

年又は３年の各営業年度における完成工事（工事進行基準を採っている場合は未完成工事を含

む。）について記入すること。なお、努めて福島県内で施工した工事を記載すること。 

 

４．福島県の工事種別ごとに、福島県内で施工した工事を記載し小計を記入すること。次に福島

県外で施工した工事を記載すること。 

記載する件数については、１年につき２０件又は完成工事高の７割程度のいずれか少ない方

を１件ごとに、残りを「その他」としてまとめて記入すること。 

最後に営業年度ごとに当該工事種別の完成工事高の合計（内訳として元請・下請工事の小計）

を記載すること。 

※ 福島県内で施工した工事とは、工事現場が福島県内にあるものを指し、発注者が誰であ

るかは問わない。 

※ 福島県内で施工した工事がない場合でも、その小計がゼロであることを明記すること。 

 

５．金額は消費税抜きとする。 

 

６．請負代金の額は、最終請負契約額を記入すること。 

 

７．共同企業体として請け負った工事は、出資割合で計算した金額を記載すること。この場合、

全体請負額をカッコ書きすること。 

 

８．本用紙は、表面と裏面を両面印刷でＡ４判１枚として提出すること。 

長辺綴じ（表面と裏面で、上下が逆になる）となるように作成すること。 

 

 

○完成工事高集計表に工事経歴書の内容（工事種別毎の平均完成工事高・元請、下請完成工事

高等）を転記すること。 

 

 

 

 

 

福島県指定様式以外での作成も認めるが、その場合は、指定の記載事項及び方法を満た

していること。（記載例については、下図を参照）なお、経営事項審査等で使用した工事

経歴書をそのまま使用する場合は、記載の工事１件毎に福島県の１８業種との対応及び元

請、下請の区分を明記し、福島県内で施工した工事の完成工事高の小計を記載するととも

に、完成工事高の合計（内訳として元請・下請工事の小計）を記載すること。 

※ 

 



 



 

 

 

記入上の注意 

 

１．各営業年度の工事経歴書から、福島県の工事種別毎に完成工事高、元請完成工事高などを転

記すること。 

 

２．経営事項審査の完成工事高の選択（２年平均又は３年平均）に合わせて記入すること。 

 

３．平均完成工事高欄は、各決算期の金額を縦に集計して算出するものとする。なお、千円未満

の端数については、切り捨てとする。 

（端数処理により各決算期の横の計算が合わなくても良いものとする。） 

 

４．４種別以上申請する者は、２枚以上となるため両面印刷でＡ４判１枚として提出すること。 

長辺綴じ（表面と裏面で、上下が逆になる）となるように作成すること。 

 

 

○各工事種別の直前２年間（３年間）の平均完成工事高をデータ入力票 No2へ転記すること。 

○対応表の申込種別の縦欄合計と本様式の平均完成工事高が一致しているか確認すること。 

 

（４）完成工事高集計表 

 



 

 

○
対
応
表
　
№
１
　
【
平
均
完
成
工
事
高
】

　
（経

営
事
項
審
査
申
請
業
種
と
入
札
参
加
申
込
種
別
）

会
社
名
：　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
建
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株
式
会
社

単
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4
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9
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福
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１
８
工
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（５）対応表№1【平均完成工事高】 



 

 

○
対
応
表
　
№
２
　
【
平
均
元
請
完
成
工
事
高
】
　
※
平
均
完
成
工
事
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う
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営
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に

元
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完
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工
事
高
に
つ
い
て
作
成
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ま
す
。

（６）対応表№2【平均元請完成工事高】 



 

 

 

記入上の注意 

 

１．申請する工事種別毎に作成し、審査基準日の直前営業年度末現在における技術者について記

載すること。 

 

２．原則として本様式により作成すること。ただし、工事種別の組み替えをせず、経営事項審査

の技術者人数と同じく申請する場合に限り、指定外の様式でも可とする。 

 

３．同一人が複数の工事種別の技術者要件を満たす場合は、２業種まで技術者として記載するこ

とができる。 

※ 経営事項審査で技術者として計上していない者や加点されている許可業種のうち、組み替えができない

工事種別への技術者の記載はしないこと。 

※ 経営事項審査において内書きとして記載されている「プレストレストコンクリート」「法面処理」「鋼橋

上部」については、技術者の数が、それぞれ「土木一式」、「とび・土工・コンクリート」、「鋼構造物」に

含まれているので、これらの許可業種に基づいて申請する場合は、注意すること。 

 

（７）技術者経歴書（第３号様式（その１）） 



４．技術者経歴書には、建設業法第７条第２号イ、ロ、ハ又は第１５条第２号イ、ハに該当し、

かつ常勤の職員のみ記載すること。（事業主、代表者等も含むことができる）。 

 

５．「法令による免許等」欄は、希望する工事種別に関するもののみ記載すること。 

 

６．「実務経歴」欄は、審査対象年度に当該技術者が従事した工事のうち最大のものを１年に１

件記載するものとし、当該工事における工事名及びその者の地位を記載すること（事業主、代

表者等は、職務内容でよい）。 

 

７．「技術者区分」は経営事項審査で申請した１級、受講、監理補佐、基幹、２級、その他の区

分の該当する欄に○印を記入すること。計の欄には各ページの小計を記入、各工事種別の最終

ページにその合計を記載すること。この合計をデータ入力票№２に転記すること。 

 

８．本用紙は、表面と裏面を両面印刷でＡ４判１枚として提出すること。 

長辺綴じ（表面と裏面で、上下が逆になる）となるように作成すること。 



 

 

記入上の注意 
 

１．委任先を設けない場合は、提出は不要である。 

 

２．「営業所」の欄には、委任を受けた営業所のみを記載すること。 

 

３．建設工事については、委任先とできるのは、建設業法上の許可のある営業所等に限る。 
 

４．「許可を受けた建設業」欄は、許可を受けた建設業のうち特定、一般の別に当該営業所にお

ける許可業種を、下表略号で記入すること。 

 

５．県外業者が委任先を設ける場合、委任区域は県内全域、委任先営業所は１箇所のみとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第４号様式その１（建設工事）

商号又は名称：

計

営 業 所 及 び 委 任 関 係 一 覧 表

東京建設株式会社

東北支店

契約

委　任　事　項
委任区域
（管内別）

代金
請求
受領

復代
理人
選任

本社

氏　名

（ 本　店 ）

（土）
（建）
（と）
（筋）
（水）

（園） 〒107-0052
東京都港区赤坂
○―○―○
03-0000-0000

内 部 委 任 者
委任する
工事種別

営　　業　　所

所　在　地　等 職
見積
入札

名　称
特定 一般

許可を受けた建設業

○ ○ ○

県内

○営業所及び委任関係一覧表（第４号様式その１）

（ 営業所 ）

（土）
（建）
（と）
（筋）
（水）

（園） 〒980-0000
仙台市青葉区本町
○―○○
022-000-0000

支店長 仙台　次郎 一般土木工
事
建築工事

箇所2

○
県の入札参加申請業種を記県外業者の委任先は１箇所の

記 載 例

（８）営業所及び委任関係一覧表（第４号様式その１（建設工事）） 

表：建設業許可業種の略号

清

解

具

水

消

機

絶

通

園

井

タイル・れんが・ブロック工事業

管

タ

鋼

筋

鋼 構 造 物 工 事 業

鉄 筋 工 事 業

舗 装 工 事 業

屋 根 工 事 業

電 気 工 事 業

石 工 事 業

土

建

大

左

と

石

屋

電

土 木 工 事 業

建 築 工 事 業

大 工 工 事 業

左 官 工 事 業

と び ・ 土 工 工 事 業

水 道 施 設 工 事 業

消 防 施 設 工 事 業

清 掃 施 設 工 事 業

解 体 工 事 業

建 具 工 事 業

し ゆ ん せ つ 工 事 業

板 金 工 事 業

ガ ラ ス 工 事 業

管 工 事 業

防 水 工 事 業

内 装 仕 上 工 事 業

機 械 器 具 設 置 工 事 業

熱 絶 縁 工 事 業

電 気 通 信 工 事 業

造 園 工 事 業

さ く 井 工 事 業

塗 装 工 事 業

舗

しゅ

板

ガ

塗

防

内



 

 

 

（９）委任状兼使用印鑑届 



記入上の注意 

 

１．委任状の様式は標準例にある項目を具備していれば、任意の様式で構いません。 

 

２．委任する場合、見積入札・契約締結・代金請求受領の権限はすべて委任してください。 

 

３．受任者と代表者の押印は省略可能です。なお、押印をする場合は契約時使用印鑑を使用して

ください。 

 

４．建設工事、測量等の申請業種に関わる許可や登録が必要な場合は、委任先とできるのは、そ

れらの許可や登録がある営業所等に限ります。 

 

５．委任先は、１カ所のみです。 

 

６．日付、宛先等も漏れなく記載してください。 



 

 

（10）データ入力票 No.1（県外業者用） 



記入上の注意 

 

【各項目共通】 

１．記入にはエンピツを使用し、訂正する場合は、きれいに消してから

すること。 

 

２．金額等の数字は右詰めで記入します。 

例）5678 

 

３．括弧は、１文字として扱います。    

例）（株） 

 

４．濁音・半濁音のある文字は、濁点も含めて１文字とします。 

また、拗音（ゃゅょ等）については、１文字として扱います。 

例）日本興業 

 

５．「データ入力票」の提出時の用紙サイズはＡ４判とします。 

 

【各項目】 

◯H19以降の福島県建設工事入札参加資格登録について、「あり」「なし」

「不明」のいずれかに丸をつけてください。 

◯上記が「あり」の場合は、有資格者コードを記入してください。 

（有資格者コードが分からない場合は、空欄で結構です。） 

◯「受付番号」の項目は記入しません。 

 

 

①法人番号 

 ・１３ケタの法人番号を記入します。 

  ※国税庁法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）

から検索できます。 

  ※登記事項証明書に記載の番号は１２ケタですので、記入に使用し

ないでください。 

②商号又は名称（カナ） 

・申請書から転記します（申請書と一致します）。「カブシキカイシャ」

等は省略します。 

・記入欄を超える文字は欄外に続けて記入してください。 

③商号又は名称（漢字）、④代表者職名、⑤代表者氏名（カナ）、⑥代表

者氏名（漢字） 

 ・申請書から転記します（申請書と一致します）。 

 ・記入欄を超える文字は欄外に続けて記入してください。 

 ・商号又は名称の「株式会社」等は略号で記入します。 

株式会社：（株）、有限会社：（有）、合名会社：（名） 

合資会社：（資）、合同会社：（同）、社団法人：（社） 

財団法人：（財）、一般社団法人：（一社）、一般財団法人：（一財） 

公益社団法人：（公社）、公益財団法人：（公財） 

 ・氏名は、姓と名の間を 1マス空けてください。 

⑦住所（都道府県コード）、⑧住所（市町村コード） 

・総務省が指定の地方公共団体コードにより、それぞれ記入します。 

・都道府県コード：地方公共団体コードの左から１～２ケタ 

・市区町村コード：地方公共団体コードの左から３～５ケタ 

            5 6 7 8 

（ 株 ）               

ニ ッ ポ ン コ ウ ギ ョ ウ   

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


 例）東京都港区  団 体 コ ー ド １３１０３２ 

   東京都    都道府県コード １３ 

港区     市区町村コード  １０３ 

※下 1桁（最も右の数字）は使用しません。 

※コードは別紙のコード表（指定都市はコード表末に掲載）で確認

してください。 

※総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html）

でも確認できます。 

⑨住所（都道府県名）、⑩住所（市区町村名）、⑪住所（大字～小字）、 

⑫住所（丁目、番地）、⑬住所（建物名・部屋番号）、⑭郵便番号 

 ・申請書から転記します（申請書と一致します）。 

・なお、住所は、資格の認定通知書等の送付先となります。 

・⑩「住所（市町村名）」は、郡名も記載します。 

・⑪「住所（丁目、番地）」は、番地等は「－」（ハイフン）を使い、

省略して記載します。 

例）１丁目２番３号 １－２－３ 

⑮電話、⑯FAX 

 ・番号には「－」（ハイフン）をつけます。 

・建設工事等の入札参加資格や入札・契約に関する連絡先になります。 

 

⑰建設業許可番号 

・経営事項審査の結果通知書から転記します。 

・左側２ケタは、許可を受けた「都道府県コード」となります。大臣

許可の場合は、「００」を記載してください。年号ではありません

のでご注意ください。 

・右側６ケタは、右詰で記載してください。その際、許可番号が６ケ

タに満たない場合は、左から０を付記してください。 

⑱建設業許可業種 

・審査基準日現在で許可を受けている建設業について、記入します。 

・一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を記入し

ます。 

※ 建設業許可業種一覧 

 

 

⑲申請する発注種別 

・申請する種別について、「１」を記載します。基本受付の場合は必

ず「１」となります。 

・追加受付においては、基本受付により既に資格の登録を受けている

場合は、その業種に「２」、今回追加受付申請する業種に「１」を

記入します。 

 

タイル・れんが・ブロック工事業 タ 機械器具設置工事業 機

解

電気工事業 電 防水工事業 防 清掃施設工事業 清

管工事業 管 内装仕上工事業 内 解体工事業

消

石工事業 石 ガラス工事業 ガ 水道施設工事業 水

屋根工事業 屋 塗装工事業 塗 消防施設工事業

具

左官工事業 左 しゆんせつ工事業 しゆ さく井工事業 井

とび・土工工事業 と 板金工事業 板 建具工事業

鋼 熱絶縁工事業 絶

園

建築工事業 建 鉄筋工事業 筋 電気通信工事業 通

大工工事業 大 舗装工事業 舗 造園工事業

土木工事業 土 鋼構造物工事業

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


 

 

（11）データ入力票 No.2（県外業者用） 



記入上の注意 

 

【各項目共通】 

１．記入にはエンピツを使用し、訂正する場合は、きれいに消してから

すること。ただし、№２の右上の申請者名は鉛筆書きでなくてもよい。 

 

２．金額等の数字は右詰めで記入します。 

例）5678 

 

３．括弧は、１文字として扱います。    

例）（株） 

 

４．濁音・半濁音のある文字は、濁点も含めて１文字とします。 

また、拗音（ゃゅょ等）については、１文字として扱います。 

例）日本興業 

 

５．「データ入力票」の提出時の用紙サイズはＡ４判とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各項目】 

○「平均完成工事高」 

・完成工事高集計表の「完成工事高」の平均完成工事高から転記しま

す。 

 

○「福島県内の平均完成工事高」 

・完成工事高集計表の「完成工事高に対する福島県内の完成工事高」

の平均完成工事高から転記します。 

 

○「平均元請完成工事高」 

・完成工事高集計表の「完成工事高に対する元請完成工事高」の平均

完成工事高から転記します。 

 

○「技術者数」 

・技術者経歴書から転記します。 

・技術者数については、延べ人数ではなく、実人数を記入します。 

 

 

 

            5 6 7 8 

（ 株 ）               

ニ ッ ポ ン コ ウ ギ ョ ウ   



 

 

（12）データ入力票 受任者（県外業者用） 



記入上の注意 

 

【各項目共通】 

○データ入力票№１、№２と同じです。 

 

【各項目】 

○基本的な記入方法は、データ入力票№１と同じです。 

○受任者がいる場合は、この入力票を作成します。 

 

①委任先整理番号 

・委任先は１箇所のみのため、「１」で固定、本データ入力票の作成

枚数は１枚となります。 

②受任営業所等（カナ）、⑤受任者氏名（カナ） 

・当該入力票に記載する受任先営業所等、受任者氏名のフリガナを記

入します。 

③受任営業所等（漢字）、④受任者職名、⑥受任者氏名（漢字） 

・「営業所及び委任関係一覧表」又は「委任状」から転記します（当

該書類と一致します）。 

⑦住所（都道府県コード）、⑧住所（市町村コード）、⑨住所（都道府県

名）、⑩住所（市区町村名）、⑪住所（大字～小字）、⑫住所（丁目、番

地）、⑬住所（建物名・部屋番号）、⑭郵便番号 

 ・記入方法は、「データ入力票 No.1」同様です。 

・⑨～⑭は、「営業所及び委任関係一覧表」又は「委任状」から転記 

（当該書類と一致）します。 

 

 

⑮電話、⑯FAX 

 ・記入方法は、「データ入力票 No.1」同様です。 

⑰建設業許可業種 

・「営業所及び委任関係一覧表」と一致します。 

・記入方法は、「データ入力票 No.1」同様です。 

 

※ 建設業許可業種一覧 

 

 

⑱受任する発注種別 

・当該入力票に記載した受任者に受任させたい種別について、「１」

を記載します。基本受付の場合は必ず「１」となります。 

・追加受付における記入方法は、「データ入力票 No.1」同様です。 

⑲「受任地域」 

・「全県内」となります。一部地域のみの委任はできません。 

 

タイル・れんが・ブロック工事業 タ 機械器具設置工事業 機

解

電気工事業 電 防水工事業 防 清掃施設工事業 清

管工事業 管 内装仕上工事業 内 解体工事業

消

石工事業 石 ガラス工事業 ガ 水道施設工事業 水

屋根工事業 屋 塗装工事業 塗 消防施設工事業

具

左官工事業 左 しゆんせつ工事業 しゆ さく井工事業 井

とび・土工工事業 と 板金工事業 板 建具工事業

鋼 熱絶縁工事業 絶

園

建築工事業 建 鉄筋工事業 筋 電気通信工事業 通

大工工事業 大 舗装工事業 舗 造園工事業

土木工事業 土 鋼構造物工事業



 

ア 入札参加資格審査における審査基準日の直前営業年度に係る経営規模等評価結果通知

書・総合評定値通知書（以下「通知書」という。）の写しを提出すること。 

イ 上記を満たすのは、経営事項審査の審査基準日が次の期間内にあるものです。 
 

受付区分 経営事項審査の審査基準日が属する機関 

基本受付 令和３年７月１日～令和４年６月３０日 

第１回追加受付 令和４年１月１日～令和４年１２月３１日 

第２回追加受付 令和４年７月１日～令和５年６月３０日 

第３回追加受付 令和５年１月１日～令和５年１２月３１日 
 

ウ 通知書を申請中の場合は、総合評定値請求書類の写しとして、「経営規模等評価申請書・

総合評定値請求書」の写し、「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高」の写し、

「その他の審査項目（社会性等）」の写しを提出し、通知書を入手後、速やかに当該通知書

を提出すること。 

 

 

ア 審査基準日において有効な建設業許可通知書の写し。 

イ 委任先を設ける場合は、委任先の営業所の建設業許可状況が分かる書類の写し。 

 

 

ア 委任先かどうかに関わらず、福島県内に営業所等がある場合は提出が必要です。福島県

内に営業所等がなく、福島県に納めるべき税金が発生しない場合は提出不要です。 

イ 「納税証明書」は、申請日から遡って３ヶ月以内に課税地を所轄する福島県各地方振興

局県税部で発行されたものとする。 

    例：郡山市に営業所がある場合 県中地方振興局県税部（郡山合同庁舎 郡山市内） 

ウ 証明事項は、法人（個人）県民税、法人（個人）事業税と自動車税とする。審査基準日の

直前１年間における、福島県に納付し又は納付すべき額として確認したものとすること。

ただし、自動車税については、納期限が到来している直近分のものとすること。 

※ 自動車税について、リース車等により課税の対象とならない場合は、「課税なし」の

証明を受けてください。 

  エ 証明事項及び証明書は、「未納がないことの証明」でも可とする。 

  オ 未納がある場合は、入札参加資格審査の申請ができません。 

 

 

ア 「納税証明書」は、申請日から遡って３ヶ月以内に申請者の主たる営業所所在地を所轄

する税務署で発行されたものとする。ただし、審査基準日直前営業年度の経営事項審査を

申請した時に添付した納税証明書で未納がないことを確認できる場合は、その写しを使用

することができるものとする。 

（13）経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

（14）建設業許可通知書の写し 

（15）法人（個人）県民税、事業税及び自動車税納税証明書（写し可） 

（16）消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可） 



イ 証明事項は、消費税及び地方消費税とする。審査基準日の直前１年間における、納付し

又は納付すべき額として確定したものとすること。 

ウ 納税証明書の様式は、税額の証明書（その１）又は未納がないことの証明（その３、そ

の３の２、その３の３）とする。 

エ 納税の猶予を受けている場合であって、証明書で当該事実を確認できない場合にあって

は、納税猶予の決定通知の写しを納税証明書に添付すること。 

オ 未納がある場合は、入札参加資格審査の申請ができません。 

 


